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第
１
章 

第１章 計画の策定にあたって 

 

 わが国では、総人口が長期の減少過程にある中、６５歳以上の高齢者人口は増加し続

けており、令和４年１０月１日現在の高齢者人口は３，６２４万人に達し、総人口に占

める高齢者割合（高齢化率）は２９．０％となっています。 

今後も増加傾向は続き、令和１９年（２０３７年）には国民の約３人に１人が６５歳

以上の高齢者となり、令和２５年（２０４３年）に３，９５３万人でピークを迎えるこ

とが見込まれています。 

 

 大分市においても、令和５年９月末現在の高齢者人口は、１３４，７３２人、高齢化

率は２８．４％となっており、人口減少の局面においても、高齢者人口は増え続けてい

くことが予想されていることから、高齢化率の上昇とともに、認知症高齢者や、ひとり

暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦世帯が増加することも想定されます。 

  

そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日

常生活を営むことができるよう「地域包括ケアシステム」の深化を着実に進め、認知症

などになっても本人の意思が尊重され、安心して暮らし続けることができるための体制

整備が必要となります。 

 

また、高齢者のみならず、地域住民や地域の多様な主体が参画し、分野を超えてつな

がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく｢地域共生

社会｣の実現も重要です。 

 

こうした動向を踏まえ、保健・医療・福祉の連携のとれたサービスを円滑に提供す

るために、「大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画」を策定します。 

 

  

 

 

 

１．計画策定の趣旨 
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 高齢者福祉計画は、老人福祉法第２０条の８に基づき、老人居宅生活支援事業及び老

人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画として策定します。 

 介護保険事業計画は、介護保険法第１１６条に規定する介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施を確保するための基本的な指針に則して、同法第１１７条に基づき介護保

険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画として策定します。 

 

 

 本計画は、大分市のめざすまちの姿（都市像）を実現するための基本的な政策を定め

た大分市総合計画「おおいた創造ビジョン２０２４」との整合性を図ったうえで策定し

ます。 

 また、いわゆる上位計画として福祉分野の共通事項を定める大分市地域福祉計画をは

じめ、大分市障害福祉計画、いきいき健康大分市民２１など各種の保健福祉関連計画と

の調和を図るとともに、相互に補完しながら、実効性のある計画とします。 

 

 

 

 

大分市総合計画

大　分　市

大分市高齢者福祉計画及び
大分市介護保険事業計画

大分市障害福祉計画

いきいき健康大分市民２１

その他行政計画

大分県高齢者福祉計画
及び介護保険事業支援計画

大分県地域医療構想

その他県の関連計画

大　分　県大分市地域福祉計画

調和・調整

２．計画策定の根拠 
 

３．計画の位置づけ 
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計画の期間は、２０２４年度から２０２６年度（令和 6 年度から令和８年度）までの

３年間です。 

 

 

 

 

 本計画の策定にあたっては、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、介護サービ

ス事業者等の代表者、行政機関代表者、一般公募委員２名を加えた合計２７名で構成さ

れる「大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画策定委員会」を設置し、

令和５年５月から●回の審議を経て幅広い意見を伺いながら、策定しました。 

 また、同委員会は、本計画が計画期間内に十分な成果を上げられるよう計画の進捗状

況を検証していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第９期計画の期間 
 

５．計画策定及び進捗管理のための体制 
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ＳＤＧｓは、平成２７年（２０１５年）の国連サミットにおいて、令和１２年（２

０３０年）まで持続可能でよりよい世界を目指す国際目標として採択されたもので

す。貧困や飢餓、さらには気候変動や平和などの広範な分野にわたって１７の開発目

標が設定されています。この１７の目標は相互に関連しており、それを包括的に解決

することで、１７の目標を達成する仕組みとなっています。 

また、SDGｓの理念は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある

社会の実現を目指し、開発途上国のみならず先進国も含め全ての国や関係者の役割を

重視し、経済・社会・環境をめぐる課題に統合的に取り組むこととして合意された普

遍的なものであり、国においても積極的に取り組んでいます。 

本計画と関連性が高い目標として、３すべての人に健康と福祉を・８働きがいも経

済成長も・11住み続けられるまちづくりを・17パートナーシップで目標を達成しよ

うが挙げられます。 

 

 

 

１７の持続可能な開発目標

 

６．ＳＤＧｓへの取組について 
 



 

 

 

 

第２章 

 

高齢者を取り巻く現状 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

 

 大分市の総人口は、平成２８年度をピークに減少に転じており、令和５年９月末現在で

は、４７５，０８５人であり、令和６年度以降も減少が続くものと推計しています。 

 総人口に対する人口構成別で見ると、年少人口（０－１４歳）及び生産年齢人口（１５

－６４歳）は今後も減少が続くものの、高齢者人口（６５歳以上）は、引き続き増加して

いくと推計しています。  

 

※最新の統計データが示されたら差し替えます。 

 

 大分市における６５歳以上の高齢者人口は、令和５年９月末現在１３４，７３２人で高

齢化率は２８．４％となっています。 

 介護保険制度が創設された平成１２年の９月末（高齢者人口６２，２３１人、高齢化率  

１４．２％）と比較すると、高齢者人口は約２倍に増え、高齢化率は１４．２ポイントの

増加となっています。 

 また、団塊の世代（注１）が後期高齢者となる令和７年度（２０２５年度）において、高齢

者人口は１３９，０５４人、高齢化率は２９．４％と推計しており、国及び県の高齢化率

と比較すると下回っているものの、高齢化率は急速に上昇するものと思われます。 

  

 

 

 

  

（人）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

475,085 473,169 472,933 472,697 472,461 472,225

61,959 61,981 61,571 61,167 60,766 60,367

278,394 274,362 272,308 270,174 267,999 265,783

134,732 136,826 139,054 141,356 143,696 146,075

前期高齢者（65-74歳） 64,255 60,614 59,237 57,992 56,773 55,580

後期高齢者（75以上） 70,477 76,212 79,817 83,364 86,923 90,495

28.4% 28.9% 29.4% 29.9% 30.4% 30.9%

再掲

※令和5年度は実績（大分市の統計数値９月）、令和6年度以降は推計値

総人口

年少人口（0-14歳）

生産年齢人口（15-64歳）

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

１．人口構成の状況 
 

２．高齢化率の伸び 
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※最新の統計データが示されたら差し替えます。 

 

 令和２年１０月１日実施の国勢調査によると、大分市では高齢者のいる世帯数は 

７９，９３６世帯となっており、総世帯数に占める高齢者のいる世帯数の割合は３８％を

占めています。 

 また、高齢者のいる世帯の構成割合について全国や大分県と比較すると、ひとり暮らし

世帯数、高齢者夫婦世帯数、その他世帯数はともに同程度の割合になっていることがわか

ります。 

 

 

令和５年度
（202３年度）

令和7年度
（2025年度）

令和２2年度
（2040年度）

１３４，７３２人 １３９，０５４人 １５４，８９２人
（２８．４％） （２９．４％） （３４．６％）

３７５，３７３人 ３７９，１４３人 ３６０，６８４人
（３３．９％） （３４．８％） （３８．１％）

３，６２３万人 ３，６５３万人 ３，９２９万人
（２９．１％） （２９．６％） （３４．８％）

※大分県、国は総務省及び国立社会保障・人口問題研究所のデータを使用しています。

６５歳以上
高齢者人口
（割合）

大分市

大分県

国

（世帯）

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比

55,704,949 100% 487,679 100% 209,066 100%

高齢者のいる世帯数 22,655,031 41% 228,413 47% 79,936 38%

ひとり暮らし世帯数 6,716,806 30% 69,725 31% 23,108 29%

高齢夫婦世帯数 5,830,834 26% 63,185 28% 23,730 30%

その他世帯数 10,107,391 44% 95,503 41% 33,098 41%

大分市

（参考）２０２０年国勢調査

全国

総世帯数

大分県

３．高齢者のいる世帯の状況 
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大分市の要介護・要支援（注２）認定者数は、平成１２年４月に介護保険制度が創設され

て以来増加が続き、令和 5 年９月末現在では、２６，９３０人となっています。 

今後も要介護・要支援認定者数の増加が続くと見込んでおり、団塊の世代が後期高齢者

となる令和７年度（２０２５年度）では２８，４０９人、団塊ジュニア世代が６５歳以上

となる令和２２年度（２０４０年度）では３８，９５０人と推計しています。 

（人） 

 

令和５年度は実績、令和６年度以降は国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に認定率を乗じて算定しています。 

※最新の統計データが示されたら差し替えます。 

5,019 5,199 5,342 5,500 6,215 6,871 6,911 
3,265 3,265 3,350 3,453 3,852 4,293 4,384 
6,480 6,791 7,097 7,345 8,270 9,234 9,702 3,664 3,634 3,680 3,795 

4,243 
4,833 5,138 

2,899 2,974 3,038 3,108 
3,487 

4,002 4,334 

3,208 3,363 3,518 3,658 
4,096 

4,678 5,158 

2,395 2,331 2,384 2,440 
2,713 

3,058 
3,323 

26,930 27,557 28,409 29,299 
32,876 

36,969 
38,950 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度）（2035年度）（2040年度）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

合計

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 令和 17 年度 令和２２年度 

（2023 年度） （2024 年度） （2025 年度） （2026 年度） （2030 年度） （2035 年度） （2040 年度） 

要支援１ 5,019  5,199  5,342  5,500  6,215  6,871  6,911  

要支援２ 3,265  3,265  3,350  3,453  3,852  4,293  4,384  

要介護１ 6,480  6,791  7,097  7,345  8,270  9,234  9,702  

要介護２ 3,664  3,634  3,680  3,795  4,243  4,833  5,138  

要介護３ 2,899  2,974  3,038  3,108  3,487  4,002  4,334  

要介護４ 3,208  3,363  3,518  3,658  4,096  4,678  5,158  

要介護５ 2,395  2,331  2,384  2,440  2,713  3,058  3,323  

合計 26,930  27,557  28,409  29,299  32,876  36,969  38,950  

４．要介護・要支援認定者の状況 
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

大分市に居住する６５歳以上かつ要支援状態区分が非該当・事業対象者・要支援１・要

支援２の高齢者の生活実態、健康状態、さらには施策ニーズ等を把握し、本計画策定のた

めの基礎資料を得ることを目的として実施しました。 

 

○ 調査対象者の抽出方法と対象者数 

  ６５歳以上の市民の中から１４，９５０人抽出。 

 

○ 調査方法 

  郵送調査法 

 

○ 調査実施期間 

  令和４年１２月１日 ～ 令和４年１２月２８日 

 

○ 回収状況 

  発送数    １４，９５０件 

  有効回収数  １０，２３６件 

  有効回収率    ６８．５％ 

 

在宅介護実態調査 

要介護・要支援認定の更新・区分変更申請に伴う認定調査を行った居宅の要介護者等

を対象に、高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続の実現に向けた

介護サービスの在り方を検討することを目的として実施しました。 

 

○ 調査件数 

  ６４３件 

 

○ 調査方法 

  認定調査員による聞き取り調査 

 

○ 調査実施期間 

  令和４年１０月 ～ 令和５年１月 

 

   

５．高齢者実態調査の実施 
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第３章 計画の基本理念と基本目標 

 

 大分市は、「笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未来創造都市」の実現を目指し、総合的か

つ計画的な市政運営の基本指針として大分市総合計画を策定しています。 

 本計画では、大分市総合計画の趣旨に基づいて高齢者福祉・介護保険施策を総合的に推

進するため、下記の基本理念をもとに基本目標を定めます。 

 

【基本理念】

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本理念 
 

いつまでも自分らしく 安心して暮らせる 
あたたかさあふれる まちづくり 

 

 市民一人ひとりが、人権を尊重し、互いに認め合い、だれもが住み

慣れた地域で生きがいを持って、健やかでいきいきと安心して暮ら

すことができる地域社会をつくります。 

 また、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じて、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護

予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地

域包括ケアシステム」の深化・推進に努めます。 
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「地域包括ケアシステム」の深化・推進 

  少子高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、さらには認知症を患う高

齢者が増加する中、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会の実現

に向け、医療や介護の専門職、地域住民、そして行政が情報を共有し、連携・協力しな

がら高齢者の生活を地域ぐるみで支える「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推

進が必要です。 

  さらに、支え手・受け手という関係を超えて地域の住民や多様な主体が参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民の暮らしと生きがいをともに創って

いく「地域共生社会」の実現に向けて、障がい・子育て・生活困窮など他の制度・分野

との連携を強化することも重要です。 

 

 

 

 

 

 
地域共生社会の実現に向けて障がい・子育て・生活困窮など他分野とも連携 
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基本目標１：介護予防と重度化防止の推進 

高齢者の生活機能を維持するために、運動機能の維持に努め、自立した生活を送るこ

とができるよう、介護予防の普及啓発や通いの場の充実、多職種による連携等を図り、

自立支援・介護予防・重度化防止の取組を推進します。 

 

基本目標２：尊厳ある暮らしを続けるための支援 

認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても希望を持って日常生活を過

ごせる社会を目指し、正しい知識と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」や、

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる「共

生」の取組を推進します。 

 

基本目標３：在宅生活の支援と共に支え合う地域づくり 

日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して暮らせるために、生活援助など

の福祉サービスの充実を図ります。 

また、地域の多様な社会資源を活用して、軽易な生活援助や安否確認等を行い、お互

いに支え合う仕組みづくりを支援します。 

 

基本目標４：生きがいづくりの支援と社会参加の促進 

高齢者が積極的に地域社会と関わりを持てるよう、レクリエーション、趣味、就労、

ボランティア活動などを通じた、生きがいづくりの支援や社会参加の促進に取り組み

ます。 

 

基本目標５：サービス基盤の整備と介護保険事業の円滑な運営 

介護が必要になった高齢者の多様化するニーズに対応するため、介護老人福祉施設（注

３）・介護老人保健施設（注４）・認知症対応型共同生活介護（注５）などの施設・居住系サービ

スと訪問介護・通所介護などの在宅サービスのバランスが取れた整備を行うとともに、

介護保険事業の円滑な運営に取り組みます。 

 

２．基本目標 
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３．施策の体系 
 

１．介護予防と重

度化防止の推進 

２．尊厳ある暮ら

しを続けるため

の支援  

３．在宅生活の支

援と共に支え合

う地域づくり 

４．生きがいづく

りの支援と社会

参加の促進 

(2)健康の保持増進 

(1)介護予防と自立支援 

(3)若年性認知症の人の支援 

(4)権利擁護の推進 

(2)在宅医療・介護連携の推進 

(3)住民相互に支え合う仕組みづくり 

(1)生きがいづくりの支援 

(2)社会参加の促進 

(1)在宅サービスの基盤整備 

(4)介護を支える人材確保 

(5)サービス利用料や介護保険料の負担軽減 

地

域

包

括

ケ

ア

シ

ス

テ

ム

の

深

化

・

推

進 

い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る 
あ
た
た
か
さ
あ
ふ
れ
る 

ま
ち
づ
く
り 

基本理念 基本目標 施策の展開 

(1)認知症に関する正しい知識の普及啓発・本人発信支援 

(2)認知症高齢者と家族の支援 

(6)介護サービスの質の向上と給付適正化 

(3)災害対策と感染症対策 

(1)在宅生活を支えるサービスの提供 

(2)施設・住まいの基盤整備 

５．サービス基盤

の整備と介護保

険事業の円滑な

運営 
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（１）日常生活圏域の考え方 

国の設定の考え方では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付

等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、

高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念頭におい

て、定めることとされています。 

大分市の日常生活圏域は、国の考え方に基づいて、中学校区を基本に高齢者人口の増

加、地理的条件、生活形態等を総合的に勘案して設定します。 

 

（２）日常生活圏域の設定 

大分市では、第３期計画（平成１８年度）において１５圏域の日常生活圏域を設定し

ました。第４期計画では２圏域増やし１７圏域、第５期計画では２圏域増やし１９圏

域、第６期計画では４圏域増やし２３圏域としています。 

第９期介護保険事業計画においては、日常生活圏域内の総人口、高齢者人口等を勘案

した結果、下記のとおり第６期・第 7 期・第８期計画と同様の２３圏域とします。 

 

 

 

 

 

佐賀関・神崎

坂ノ市

大在
鶴崎

東陽

大東

滝尾

明野

城東

上野ヶ丘

大分西

南大分城南・賀来

稙田西

稙田

稙田東
稙田南

竹中・判田野津原 戸次・吉野

原川

王子

碩田

４．日常生活圏域の考え方と地域包括支援センター 
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（３）地域包括支援センター 

①地域包括支援センターの業務 

地域包括支援センターは、公正で中立的な立場で、保健師、社会福祉士、主任

介護支援専門員がその専門知識や技能を互いに活かし、総合相談支援業務、権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント（注６）支援業務、介護予防ケアマネジ

メント業務の４つの業務を中心に、高齢者の多様なニーズに対応した切れ目のな

い包括的なサービスの提供に努めています。 

 

・総合相談支援業務 

高齢者本人や、大人が担うような介護や家事などを日常的に行っているヤング

ケアラーを含む家族を支援するため、必要な情報の提供やサービスの紹介を行う

とともに、個別の事例に応じて、生活困窮分野、障がい分野、児童福祉分野など

他分野との連携を図りながら相談対応を行います。 

 

・権利擁護業務 

高齢者が地域において、安心して生活を営むことができるよう、消費者被害等

の相談を受けるほか、成年後見制度の紹介や虐待事例の早期対応など、高齢者の

権利を擁護します。 

 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

地域における各関係機関との連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員

に対する支援等を行います。 

 

・介護予防ケアマネジメント業務 

介護予防及び日常生活支援を目的に、要支援者等が訪問型サービス、通所型サ

ービス等を適切に利用できるよう必要な援助を行います。 
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②地域包括支援センターの設置  

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、地

域包括支援センターを２３の日常生活圏域ごとに設置します。 

 

圏 域 

(中学校区) 
地域包括支援センター名 

１ 上野ヶ丘 上野ヶ丘地域包括支援センター 

２ 碩田 碩田地域包括支援センター 

３ 王子 王子地域包括支援センター 

４ 大分西 大分西地域包括支援センター 

５ 南大分 南大分地域包括支援センター 

６ 城南・賀来 城南・賀来地域包括支援センター 

７ 城東 城東地域包括支援センター 

８ 滝尾 滝尾地域包括支援センター 

９ 明野 明野地域包括支援センター 

１０ 原川（明治北小校区除く） 原川地域包括支援センター 

１１ 鶴崎（別保小校区除く） 鶴崎地域包括支援センター 

１２ 大東（明治北小校区含む） 大東地域包括支援センター 

１３ 東陽（別保小校区含む） 東陽地域包括支援センター 

１４ 大在 大在地域包括支援センター 

１５ 坂ノ市 坂ノ市地域包括支援センター 

１６ 稙田 稙田地域包括支援センター 

１７ 稙田西 稙田西地域包括支援センター 

１８ 稙田南（寒田小校区除く） 稙田南地域包括支援センター 

１９ 稙田東（寒田小校区含む） 稙田東地域包括支援センター 

２０ 竹中・判田 竹中・判田地域包括支援センター 

２１ 戸次・吉野 戸次・吉野地域包括支援センター 

２２ 野津原 野津原地域包括支援センター 

２３ 佐賀関・神崎 佐賀関・神崎地域包括支援センター 
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③地域包括支援センター運営協議会  

地域包括支援センターの設置、運営などに関して、介護保険関係団体の代表者、

居宅サービス等の利用者、地域住民の相談等に応じる団体等の代表者、地域におけ

る保健・医療・福祉に関する学識経験者等により構成する「地域包括支援センター

運営協議会」を設置し、適切で公正かつ中立な運営の確保に努めます。 

 

④地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センター運営業務ならびに、認知症施策、在宅医療・介護連携に係

る施策、生活支援・介護予防サービスの機能強化の推進に努めます。 

また、国の評価指標を用いた事業評価の実施により、全国的な傾向と比較し、一

定の運営水準の確保や業務の質の向上に取り組みます。 

併せて、福祉分野を横断した包括的支援体制の構築を目指す地域共生社会の実現

に向けて重要な役割を担う地域包括支援センターの体制強化を図ります。 
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第４章 施策の展開

 

 

介護・介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節の病

気」であり、加齢に伴う運動機能や筋力の低下と関連しています。 

男女別にみると、男性では生活習慣病、女性では運動機能と筋力の低下と関連した病

気が多くなっています。 

そのため、高齢者自らが、早い段階から健康づくりや介護予防に取り組み、健康寿命

（注７）をできる限り伸ばすとともに、要介護状態になった場合であっても、身体機能の低

下防止や改善に取り組むことが重要です。 

 

介護・介助が必要になった主な原因 

（参考） 大分市在宅介護実態調査 

 

 

市民一人ひとりに健康づくりへの意識の高揚を図るとともに、高齢者の生活機能を維

持し、運動機能の維持に努めるなど、介護予防の普及啓発や通いの場の充実に取り組み

ます。 

また、保健、医療、福祉等の関係機関との連携を図りながら、地域の自主的な介護予防

の活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 1 位 2 位 3 位 

全体 高齢による衰弱 17.6％ 骨折・転倒   15.2％ 関節の病気   11.2％ 

男性 高齢による衰弱 19.7％ 糖尿病     13.0％ 心臓病     12.5％ 

女性 骨折・転倒   17.6％ 高齢による衰弱 16.4% 関節の病気   12.2% 

１．
 

現状と課題 

今後の取組 
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 ① 介護予防・生活支援サービス事業（短期集中サービス） 

理学療法士・作業療法士や栄養士、歯科衛生士等の専門職が、運動機能・口腔  

機能の向上、栄養改善などを目的に、３カ月間集中的に訪問・通所サービスを行い

ます。 

高齢者を取り巻く環境（家庭や社会への参加）へのアプローチも併せて行い、サ

ービス利用後も介護予防の取組を継続できるよう支援を行います。 

年度 

第８期計画期間 第９期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

利用者数 574 666 616 740 750 760 

 

 ② 介護予防把握事業 

    民生委員・児童委員協議会や小地域福祉ネットワーク活動（注８）等と連携し、ひ

とり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯等の生活環境や、心身の状況等の実態把握を行

うことで、支援を必要とする高齢者を早期に把握し、介護予防活動へつなげます。 

 

 ③ 介護予防普及啓発事業 

    介護予防に関するパンフレットを作成・配布するとともに、老人クラブ・地域ふ

れあいサロン等を対象に、健康づくり、運動、栄養、口腔、認知症予防に係る介護

予防教室等を開催します。 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

栄養介護予防

教室開催数 
46 37 48 60 60 60 

口腔介護予防

教室開催数 
44 38 48 60 60 60 

具体的取組 
 

（１）介護予防と自立支援 
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④ 地域介護予防活動支援事業 

介護予防に携わるボランティア等の人材育成や、地域ふれあいサロン、健康づく

り運動教室等の住民が運営する通いの場の活動を支援します。 

 

 

 ⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職が、通所介護事業

所等に対し、利用者の身体能力の評価と改善に向けたプログラム内容の指導・助言

を行います。 

また、地域ふれあいサロンの代表者に対して、運動機能向上の講話や体操などの 

技術的支援を行います。 

 

 ⑥ 自立支援型ケアプラン相談会、多職種が参加する地域ケア会議 

地域包括支援センターごとに「自立支援型ケアプラン相談会」を開催し、個別事

例を理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、訪問看護師等の

多職種で検討し、自立支援・重度化防止につなげます。 

また、医療ニーズの高いケースについては、「医師や歯科医師等の多職種が参加

する地域ケア会議」を開催し、医療的視点を交えたケアマネジメントの質の向上を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

通いの場があ

る自治区の数 
426 450 446 461 476 491 
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 ① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

保健師や管理栄養士、歯科衛生士等の医療専門職が、医療・介護データから地域 

の健康課題を把握・分析し、高齢者に対する生活習慣病等の重症化予防の個別支援

を行います。 

また、地域の医療関係団体等と連携を図りながら、地域ふれあいサロンや運動教 

室等の通いの場にも積極的に関与し、フレイル（虚弱）予防の普及啓発、運動、栄

養、口腔等に関する健康教育、健康相談を行います。 

 

 ② 「第 2 期いきいき健康大分市民 21」の推進 

    健康増進計画である「第２期いきいき健康大分市民 21」に基づき、「健康寿命

の延伸」と「健康格差の縮小」を目標に各種施策に取り組んでいます。 

多くの市民が健康・運動・食育等を学び、本人や家族の生活習慣を振り返ること 

ができるよう、関係機関との連携を図りながら市民の健康づくりを推進します。 

 

 ③ 健康推進員地域活動事業の推進 

「健康推進員」（注９）を各自治区に配置し、地域の関係者や保健師、管理栄養士と

ともに市民健診受診率向上の取組や正しい知識の普及啓発活動等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

健 康 推 進 員 

配置自治区数 
646 649 651 

685 

（全自治区） 

685 

（全自治区） 

685 

（全自治区） 

（２）健康の保持増進 
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 ④ 市民健康づくり運動指導者の養成 

    市民の健康づくりの自主組織である「大分市民健康づくり運動指導者協議会」と

連携して、市民健康づくり運動指導者を養成し、地域に根ざした主体的な「健康づ

くり運動教室」が多くの地域で開催できるよう支援します。 

 

 

 ⑤ 食生活改善推進員の養成 

    食生活の改善を中心とした市民の健康の保持増進を推進する「食生活改善推進

員」（注 10）を養成し、地域で高齢者食生活講習会等を開催するなど、高齢者の低栄養

状態を予防し、健全な食生活が実践できるよう支援します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和 3 年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

市民健康づくり

運動指導者数 
1,028 1,043 1,083 1,123 1,163 1,203 

教室開催数 247 260 275 290 305 320 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（目標） 

令和 7 年度 

（目標） 

令和 8 年度 

（目標） 

食生活改善推

進員養成講座

修了者数 

11 6 16 25 25 25 
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大分市の認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）（注 11）は、令和５年４月１日現在 

１５，３９２人となっており、６５歳以上の要介護認定者の５７．６％を占めていま

す。 

今後も増加が見込まれる認知症高齢者が、できる限り住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けることができる共生社会の実現が求められます。 

 

 

 

 

「認知症施策推進大綱」や今後、国が定める認知症施策推進基本計画を踏まえ、認知症

に関する正しい知識と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」や、認知症の人が

できる限り地域で自分らしく暮らし続けることができる「共生」の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

（人）

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ Ｍ

65～69歳 29,904 799 139 73 109 61 14 39 31

70～74歳 35,562 2,023 376 216 295 187 77 106 72

75～79歳 26,249 3,264 676 357 501 344 118 209 78

80～84歳 19,458 5,560 1,306 672 902 590 196 340 120

85歳以上 22,996 15,061 3,190 2,110 2,895 2,195 877 1,284 324

合計 134,169 26,707 5,687 3,428 4,702 3,377 1,282 1,978 625

21.3% 12.8% 17.6% 12.6% 4.8% 7.4% 2.3%

※　主治医の意見書による認知症高齢者の日常生活自立度

要介護・要支援認定申請等における認知症高齢者の人数

年齢区分
高齢者
人口

要介護
（要支援）
認定者数

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

認定者数に対する
認知症高齢者の割合

２．
 

現状と課題 

今後の取組 
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 ① 認知症サポーター養成講座  

認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域で認知症の人やその家族を手助け

する、認知症サポーターの養成講座を行います。 

 

年度 

第８期計画期間 第９期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

養成講座

開催数 
69 67 70 80 80 80 

養成講座

参加人数 
1,705 1,823 1,895 2,000 2,000 2,000 

サポータ

ー累計数 
48,282 50,105 52,000 54,000 56,000 58,000 

 

 ② 認知症の相談先の周知等 

地域包括支援センターや認知症疾患医療センター等の認知症に関する相談先が

市民に周知されるよう、ホームページや「認知症ガイドブック」等を活用し、情報

発信に努めます。 

また、地域で開催する認知症講演会や、世界アルツハイマーデー（９月２１日）・

認知症月間（９月）に関連するイベント等、認知症への理解を広める取組を支援し

ます。 

 

 ③ 本人発信支援 

認知症の人が、周囲の理解と協力のもとで前向きに活動している姿は、認知症に

対する社会の見方を変えるきっかけとなり、多くの認知症の人に希望を与えるもの

でもあると考えられます。 

認知症ピアサポート活動の活用や本人ミーティングへの参画、認知症地域支援推

進員との連携を通して、認知症の人やその家族の意見を把握し、当事者の視点を施

策の企画・立案、評価に反映するよう努めます。 

具体的な取組 
 

（１）認知症に関する正しい知識の普及啓発・本人発信支援 
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 ④ 認知症への備え 

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会

的孤立の解消や役割の保持により認知症の発症を遅らせることができる可能性が

示唆されていることを踏まえ、パワーアップ教室や介護予防教室、地域ふれあいサ

ロン等の「通いの場」の拡充に努めるとともに、通いの場における健康相談等、認

知症予防に資する活動を推進します。 

 

 

 ① 認知症初期集中支援推進事業 

認知症サポート医（注 12）と保健師等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チ

ーム」が認知症の疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、観察・評価を行

ったうえで、家族等への初期支援を包括的・集中的に行い、認知症の早期診断・早

期対応に取り組みます。 

 

年度 

第８期計画期間 第９期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

対応件数 78 41 60 75 75 75 

 

 ② 認知症地域支援推進事業 

地域の医療・介護関係者との連携を図る「認知症地域支援推進員」を配置し、も

の忘れに不安を感じる本人や家族等が気軽に相談できる物忘れ定期相談会や、認知

症の人やその家族が互いに悩みや苦労を打ち明けられる集いの場を開催し、相談・

支援体制の充実を図ります。 

 

 ③ 介護を行う家族への支援 

「認知症家族介護支援事業」（認知症家族の交流会や認知症知識の普及講座）を

開催し、家族の精神的・身体的な負担の軽減を図ります。 

 

 

 

（２）認知症高齢者と家族の支援 
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 ④ 認知症カフェへの支援 

認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰もが気軽に集い、情報交換がで

きる「認知症カフェ」の運営に対する補助金交付や認知症カフェ運営者を対象とし

た研修を行い、新規開設や継続的な運営を支援します。 

 

年度 

第８期計画期間 第９期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

設置数 23 25 25 25 26 27 

 

 ⑤ 大分あんしんみまもりネットワーク事業 

認知症高齢者等が行方不明になった場合に、企業・団体・行政等が捜索協力を  

行い、早期発見につなげられるよう支援する「大分あんしんみまもりネットワーク」

の取組を推進するとともに、市の負担により個人賠償責任保険に加入し、ネットワ

ーク加入者の偶然の事故等に備えます。 

 

年度 

第８期計画期間 第９期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（目標） 

令和７年度 

（目標） 

令和８年度 

（目標） 

協力団体・事業所数 1,062 1,052 1,052 1,070 1,090 1,110 

登録者数 312 283 300 310 320 330 

 

 ⑥ チームオレンジの取組推進 

認知症サポーターが中心となって、認知症の人やその家族を認知症初期段階から必

要な支援につなぐ活動（「チームオレンジ」）のあり方について検討を進めます。 

また、チームオレンジを取り組む上で中核を担う認知症サポーターに対し、必要と

なる認知症の知識や対応スキル等を習得するための認知症サポーターステップアッ

プ講座を行います。 
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 ① 周知・啓発活動の推進 

６５歳未満で発症する「若年性認知症」の人は、現役で働いている場合が多く、

就労・社会参加や経済面など様々な問題をかかえており、地域や職場における理解

と支援が不可欠です。 

雇用関係部署と連携するなかで、商工会議所等の関係団体に働きかけを行うと 

ともに、市報やホームページ、認知症ガイドブック等で周知・啓発を行い、地域住

民や企業関係者（産業医・雇用主）等の若年性認知症に対する理解の促進に努め、

地域や職場内での早期発見・早期受診につなげます。 

 

 ② 相談・支援体制の強化 

若年性認知症が疑われる人は、病気の認知度の低さから診断がつくまでに時間 

がかかる場合も多く、医療機関の受診等につながっていない人に対しては、「認知

症初期集中支援チーム」等が関係機関と連携して適切な医療やサービス等につなげ

ます。 

また、認知症になっても社会の中で役割と生きがいをもって生活ができる環境づ

くりが大切であることから、「認知症地域支援推進員」や「若年性認知症支援コー

ディネーター」等と連携し、若年性認知症の人やその家族の希望・意思を尊重しな

がら、総合的な相談・支援を行います。 

 

   

 ① 成年後見制度の利用促進 

成年後見を必要とする市民が安心して制度を利用することができるよう、大分市

成年後見センターをはじめとした関係機関と連携しながら、成年後見制度の周知・

啓発活動を積極的に行います。 

また、後見人等の報酬助成制度の見直しを行うなど、市民後見人の活動を推進 

するための体制整備や制度の利用促進に関する支援の拡充を図ります。 

 

 

 

 

（３）若年性認知症の人の支援 

（４）権利擁護の推進 
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 ② 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業 

高齢者虐待防止法に基づき、弁護士や民生委員・児童委員等の関係者で構成さ 

れる運営委員会を開催し、市及び地域の関係機関等の相互協力体制の強化を図り、

高齢者に対する虐待の防止と早期発見のための体制の充実に努めます。 

 

 ③ 権利擁護事業 

虐待事例の早期対応、消費者被害の相談対応、高齢者虐待防止等に関する知識

や理解の普及・啓発活動を行い、高齢者の権利擁護に努めます。 
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高齢者が、医療や介護や支援が必要な状態となっても、住み慣れた地域で安心して生

活ができるためのサービスの充実が求められており、これまでの生活を大きく変えるこ

となく、生活を継続できる体制の構築が重要です。 

 

 

高齢者が地域で安心して生活できるよう、生活援助や福祉サービスを充実させるととも

に、在宅医療と介護の連携に取り組みます。 

また、地域の多様な社会資源を活用し、互いに支え合う仕組みをつくることを支援する

ことにより、日常生活で支援が必要な高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりを目指し

ます。 

 

 

  

 ① 愛の訪問事業 

７５歳以上の安否確認を必要とするひとり暮らし高齢者に、乳酸菌飲料を原則と

して２日に１本配達し、安否を確認します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 6,072 6,088 6,252 6,421 6,595 6,773 

 

 

 

 

３．在宅生活の支援と共に支え合う地域づくり 

現状と課題 

今後の取組 
 

具体的な取組 
 

（１）在宅生活を支えるサービスの提供 
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 ② 食の自立支援事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等で、身体的な衰えなどによ

り調理をすることが困難な世帯に対して、週６回を限度に栄養のバランスがとれた

食事を届けます。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 3,655 3,619 3,727 3,838 3,953 4,071 

 

 ③ 緊急通報サービス事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者等に、急病や事故の際にボタンを押すだけで通

報センターや近隣の協力者による援助が得られる通報装置を貸与します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 703 644 592 545 501 461 

 

 ④ 軽度生活援助事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対して、軽易な日常生

活上の援助を行います。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 1,318 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 

 

 ⑤ 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等で、寝具類の衛生管理が

困難な方に、寝具類洗濯乾燥消毒サービスを行います。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 173 191 199 207 215 224 
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⑥ 日常生活用具給付・貸与事業 

在宅高齢者の日常生活の手助けとなる用具を給付または貸与します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 39 75 52 59 67 80 

 

 ⑦ 生活支援ホームヘルプサービス事業 

   介護保険サービス対象外で６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯と、６０歳から６４歳までの介護保険に定める特定疾病に該当しない要支援・

要介護状態の方に、生活援助及び身体介護を提供します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 140 115 92 74 59 47 

 

 ⑧ 生きがい対応デイサービス事業 

   介護保険サービス対象外で、身体的に虚弱で閉じこもりがちな６５歳以上の高

齢者に、デイサービスを提供します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 233 212 206 200 194 188 

 

 ⑨ はり・きゅうなど施術料助成事業 

指定された施術所で、はり・きゅう並びにあん摩マッサージ及び指圧の施術を受

ける際に、施術料の一部を助成します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

申請者数 5,710 5,927 6,300 6,678 7,078 7,502 
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 ⑩ 生活支援ショートステイ事業 

介護保険サービス対象外の見守りが必要な高齢者等が、特別養護老人ホームに短

期間入所するサービスを提供します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 ２ ４ ４ １３ １３ １３ 

 

 ⑪ 家族介護用品支給事業 

重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族に対して、紙おむつなどの介護用

消耗品の購入費を助成します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 89 81 86 92 98 105 

 

 ⑫ 家族介護慰労金支給事業 

重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の

軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図るために慰労金を支給します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 3 3 3 3 3 3 

 

 ⑬ 高齢者住宅改造費助成事業 

６５歳以上の在宅高齢者に対し、高齢者が日常生活を営むのに支障をなくすため

に住宅の小規模な改造を行う経費について助成金を交付します。 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

利用者数 83 81 82 82 82 82 
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切れ目のない在宅医療と介護の連携を構築するために、ライフサイクルの中で起こり得

る節目となる場面（日常の療養支援・入退院支援・急変時の対応・看取り）を意識した取

組を進めます。 

  

① 医療・介護関係者間の多職種の連携推進 

地域の医療・介護関係者等を対象とした研修や交流の場を設け、顔の見える関係

づくりを推進し、連携強化を図ります。 

 

 ② 医療・介護情報の共有支援 

地域の医療・介護関係者間で患者情報の共有が図られるよう、ＩＣＴを活用した

情報共有ツールの活用を検討します。 

また、高齢者の医療機関への入退院時の円滑な情報共有を目的に、「入退院に伴

う医療機関とケアマネジャーとの情報共有ルール」の周知を図り、高齢者がスムー

ズに在宅生活を送ることができるよう支援します。 

 

 ③ 医療・介護が連携したサービスの提供 

在宅医療と介護が連携し、切れ目なく在宅医療・介護サービスが一体的に提供さ

れるよう、医療・介護関係者等が参画する「在宅医療・介護地域連携検討会」を開

催し、現状の把握及び課題の抽出と共有を図り、解決策等について検討を行います。 

また、地域の医療・介護関係者及び市民からの在宅医療・介護に関する相談への

対応や情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。 

 

 ④ 地域住民への普及・啓発 

在宅医療に関するリーフレットの配布や講演会を開催し、在宅医療についての普

及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）在宅医療・介護連携の推進 
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 ① 生活支援体制整備事業 

高齢者の生活を支援するために、住民や地域の多様な主体による活動の調整を 

担う、生活支援コーディネーターを配置します。   

生活支援コーディネーターが中心となって、概ね小学校区ごとに、順次、住民や 

地域の多様な主体が協議する場として協議体の設置を行い、日常生活上の支援体制

の充実・強化と社会参加の推進を一体的に図ります。 

 

 ② 高齢者ファミリー・サポート・センター事業 

高齢者宅で食事の準備や片づけ、部屋の清掃、ごみの分別や搬出等の軽易な生 

活援助を行いたい２０歳以上の市民（援助会員）と、その援助を受けたい高齢者（依

頼会員）が会員となり、市内一円で行う有償ボランティアの援助活動を支援します。 

 

 ③ 地域お互いさま活動事業 

支援を必要とする高齢者等が、地域とのつながりを維持しながら、自立した暮ら

しが継続できるように、生活支援を行う地域住民等のボランティア団体を支援しま

す。 

 

 ④ ひとり暮らし高齢者対策 

地域ふれあいサロン等による閉じこもり予防をはじめ、民生委員・児童委員や

自治会など近隣の人たちが支援する小地域福祉ネットワーク活動等の地域での支

え合いや、見守り活動等の各種活動に積極的に参加できる環境整備を推進しま

す。 

 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和 3 年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（実績） 

令和 6 年度 

（目標） 

令和 7 年度 

（目標） 

令和 8 年度 

（目標） 

団体数 8 10 12 14 17 20 

（３）住民相互に支え合う仕組みづくり 
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 ⑤ 地域ネットワーク会議 

地域包括支援センターにおいて、地域住民の代表者や関係機関、行政機関等で

構成される「地域ネットワーク会議」を開催し、地域課題を共有する中で解決に

向けた協議を行い、地域の支援者等の相互の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和 5 年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（目標） 

令和 7 年度 

（目標） 

令和 8 年度 

（目標） 

開催数 23 27 23 27 27 27 
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高齢者が身体的にも精神的にも健康的な生活を送るためには、生きがいを持って生活す

ることが重要です。 

また、今後も高齢者の増加が見込まれる中、豊かな知識や経験を生かすことで、高齢者

が地域貢献活動の担い手となることが求められています。 

 

 

高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って、在宅生活を送ることができるように、

レクリエーション、趣味、就労、ボランティア活動などを通じて積極的に地域社会と関わ

りを持つための取組を行います。 

 

 

 

 ① 生きがい対策事業 

校（地）区社会福祉協議会が行う地域性を活かした高齢者のための生きがい対 

策事業（スポーツ、文化、芸術又は趣味の教室、社会奉仕活動等）に補助を行い、

活動を支援します。 

 

 ② 老人いこいの家など 

高齢者がレクリエーションや趣味などの活動を通じて交流することができる場

として、「老人いこいの家」を７箇所、「シニア交流プラザ」を１箇所設置し、地域

の団体や個人の親睦と心身の健康の増進を図ります。 

 

 ③ 地域介護予防活動支援事業（再掲） 

介護予防に携わるボランティア等の人材育成や、地域ふれあいサロンや健康づく

り運動教室等の住民が運営する通いの場の活動を支援します。 

 

４．生きがいづくりの支援と社会参加の促進 
 

現状と課題 

今後の取組 
 

具体的な取組 
 

（１）生きがいづくりの支援 



第４章 施策の展開 

 

36 
 

 

① 老人クラブ・敬老行事の活動促進 

老人クラブ及び校区を単位として実施する敬老行事に対し補助を行い、充実した 

活動を支援します。 

また、大分市老人クラブ連合会が、老人クラブの活性化を図るために行うリーダ

ー育成やシニア大学などの活動に支援を行います。 

 

② 長寿応援バス事業 

市内に１カ月以上住所を有する 70 歳以上及び 65 歳～69 歳の運転免許を持っ

ていない高齢者が市内路線バスを利用する際の料金の負担を軽減し、気軽に外出で

きる環境づくりを行います。 

 

年度 

第 8 期計画期間 第 9 期計画期間 

令和３年度 

（実績） 

令和 4 年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込み） 

令和 6 年度 

（見込み） 

令和 7 年度 

（見込み） 

令和 8 年度 

（見込み） 

交付者数 93,882 90,865 88,320 85,812 87,008 88,174 

  ※令和 2 年度から令和 6 年度まで 1 歳ずつ対象年齢の引上げを実施 

 

 ③ ふれあい交通 

公共交通の利用が不便な地域において、最寄りの路線バスのバス停留所まで乗合

タクシーを運行し、住民の移動手段を確保するとともにバス利用の促進を図ります。 

 

④ 高齢者の就労 

（公社）大分市シルバー人材センター等と連携し、高齢者の就労機会の拡大に 

努めるとともに、関係機関との連携を図り、就労支援セミナーの開催を通じて、情

報提供を行います 

 

 

 

 

 

（２）社会参加の促進 
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 ⑤ 生活支援体制整備事業（再掲） 

高齢者の生活を支援するために、住民や地域の多様な主体による活動の調整を 

担う、生活支援コーディネーターを配置します。   

生活支援コーディネーターが中心となって、概ね小学校区ごとに、順次、住民や

地域の多様な主体が協議する場として協議体の設置を行い、日常生活上の支援体制

の充実・強化と社会参加の推進を一体的に図ります。 
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大分市では、今後も高齢者数の増加が見込まれており、中長期的な人口動態や介護ニー

ズの見込みを踏まえて、将来的な機能転換や多機能化を見据えた施設の整備や、地域の実

情に応じた地域密着型サービスの充実などを計画的に行う必要があります。 

 また、介護保険事業の円滑な運営については、保険者機能の強化や給付の適正化、サー

ビスの提供を続けるために介護人材の確保やデジタル技術を活用した介護現場の生産性向

上などが求められています。 

 

 

介護が必要になった高齢者の多様化するニーズに対応するため、介護老人福祉施設・介

護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護などの施設・居住系サービスと訪問介護・通

所介護などの在宅サービスのバランスが取れた整備を行うとともに介護保険事業の円滑な

運営に取り組みます。 

 

 

 

 ① 居宅サービス 

要介護・要支援者の心身の状況に応じて提供される、訪問介護や訪問看護、通所

介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、各種サービスについて、適正なサー

ビス量の確保に努めます。 

 

 ② 地域密着型サービス 

高齢者が要介護・要支援状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地 

域で生活を継続できるようにするため、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能

型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など、各種サービスについて、適正なサ

ービス量の確保に努めます。 

 

5．サービス基盤の整備と介護保険事業の円滑な運営 
 

現状と課題 

今後の取組 
 

具体的な取組 
 

（１）在宅サービスの基盤整備 
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 ③ 市町村特別給付 

要介護認定を受け、在宅で紙おむつを常時必要とする被保険者に対して、紙お 

むつ、布おむつ、失禁パンツ、おむつカバー、尿とりパッドの購入に要した費用（限

度額４８，０００円）の９割を支給します。 

 

 ④ 地域支援事業 

要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合におい

ても、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防・日常生活

支援総合事業、包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）、包括的支援事業、

任意事業の 4 事業を実施します。 

 

 

 

多様化するニーズに対応するため、施設・居住系サービス（介護老人福祉施設・介護

老人保健施設・認知症対応型共同生活介護など）のバランスの取れた整備を行います。 

なお、介護老人福祉施設、介護老人保健施設については、未整備圏域の解消に向けた

地域密着型サービス等小規模施設の整備を基本としつつ、必要に応じて既存施設の増

床等も検討するなど、必要床数の確保に努めます。 

また、高齢者の住まいの安定的な確保を支援するため、関係部署との連携のもと、 

公的賃貸住宅を適切に供給するとともに、民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し、住

宅の確保に配慮を要する高齢者等への住宅供給促進を図ります。 

 

 ① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

原則要介護３以上の常時介護が必要な方の生活の場として、施設入所希望者の待

機の軽減や未整備圏域の解消を目指し、令和８年度末 1,544 床を整備目標（地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護含む）とし、適正な配置に努めます。 

 

 

 

第 8 期計画 

（令和 5 年度末見込み） 

第 9 期計画 

（令和 8 年度末目標） 

1,515 床 1,544 床 

（２）施設・住まいの基盤整備 
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 ② 介護老人保健施設 

在宅復帰のための地域拠点として、施設入所希望者の待機の軽減や未整備圏域 

の解消を目指し、令和８年度末 1,180 床を整備目標とし、適正な配置に努めます。 

 

 

 

 ③ 介護医療院（注 13） 

長期療養が必要な要介護者の生活の場として、施設入所希望者の待機の軽減や 

未整備圏域の解消を目指し、令和８年度末 118 床を整備目標とし、適正な配置に

努めます。 

 

 

 

 ④ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

高齢化に伴う認知症高齢者の増加及び入居希望者の待機の軽減のため、令和８ 

年度末 772 床を整備目標とし、適正な配置に努めます。 

 

 

 

 ⑤ （地域密着型）特定施設入居者生活介護（注 14） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、認知

症対応型共同生活介護の整備を優先するため、新設・増設は行いませんが、適正なサ

ービスが提供されるよう助言や支援に努めます。  

 

 

第 8 期計画 

（令和 5 年度末見込み） 

第 9 期計画 

（令和 8 年度末目標） 

1,151 床 1,180 床 

第 8 期計画 

（令和 5 年度末見込み） 

第 9 期計画 

（令和 8 年度末目標） 

68 床 118 床 

第 8 期計画 

（令和 5 年度末見込み） 

第 9 期計画 

（令和８年度末目標） 

718 床 772 床 
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⑥ 養護老人ホーム（注 15）・生活支援ハウス（注 16）・軽費老人ホーム（注 17） 

令和５年４月１日現在、養護老人ホームは１施設６５床、生活支援ハウスは５ 

施設１００床、軽費老人ホームは８施設４００床整備されており、事業所において

適切なサービスが提供されるよう助言や支援に努めます。 

 

 ⑦ 住宅型有料老人ホーム（注 18）・サービス付き高齢者向け住宅（注 19） 

令和５年４月１日現在、住宅型有料老人ホームは１６２施設（５，６４８床）、

サービス付き高齢者向け住宅は２６住宅（９０５戸）が整備されています。今後も

関係課と連携を図り、事業所において適切なサービスが提供されるように助言や支

援に努めます。 

 

 
近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、こうした事態にお

いても被害を未然に防止し、支援を必要とする高齢者等に必要なサービスを提供できる体

制が確保されるよう、国や県及び関係機関等との連携のもと、対策に取り組みます。 

 

 ① 介護事業者における備えの確認 

災害発生時に介護保険サービス事業所等において適切な対応が行われるよう、防

災啓発に努めるとともに、避難訓練の実施状況や避難確保計画・業務継続計画など

の災害に関する計画の策定状況等について、関係機関と連携し、定期的な確認と必

要な助言を行います。 

 

 ② 福祉避難所との連携 

災害等に伴い開設された指定避難所への避難が長期化した際に、指定避難所での 

避難生活が困難な高齢者等を設備が整ったスペースで受け入れできるよう、介護保

険施設や障害福祉施設等と協定を結んでいます。 

災害発生時等において迅速に対応できるよう、協定施設等に対し制度の周知を定

期的に行うなど、連携体制の強化に努めます。 

 

 

（３）災害対策と感染症対策 
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 ③ 感染症に対する備え 

感染症の発生に備え、介護保険サービス事業所等に対して、感染症の知識の啓発

に努めるとともに、想定訓練の実施状況や、業務継続計画などの感染症に関する計

画の策定状況等について、関係機関と連携し、定期的な確認と必要な助言を行いま

す。 

また、感染症発生時に、介護保険サービス事業所等において適切な対応が行われ

るとともに、さらなる感染症の拡大防止が図られるように、関係機関と連携を密に

し、適切な助言や支援に努めます。 

 

 

介護人材の確保については、今後、一段と厳しくなると想定されることから、県及び

関係機関、雇用関係部署等との連携のもと、介護分野で働く人材の確保・育成に努め、

介護現場の人手不足対策に取り組みます。 

 

 ① 研修等による人材の育成 

介護入門者研修の実施等により、介護給付等対象サービス事業及び地域支援事 

業に従事する介護職への就労のほか、高齢者ファミリーサポートセンター事業の援

助会員などの住民同士による支え合い活動への参画を促します。 

また、地域で認知症高齢者等を支援する人材の裾野を広げるため、認知症サポ 

ーター養成講座に加え、その修了者に対するステップアップ講座を実施します。 

 

 ② 介護現場の生産性向上等の支援 

生産年齢人口が減少する中においても、地域のニーズに対応できる体制づくりや、

介護分野の従事者が長く働き続けられる環境づくりに向け、介護保険サービス事業

所等に対して、介護ロボットや ICT（情報通信技術）の導入・活用に係る情報提供、

提出書類の簡素化による文書作成の負担軽減等により、業務の効率化を支援します。 

また、介護保険サービス事業所等に介護職員処遇改善加算等の取得を促すことで、

加算要件である従事者のキャリアパスの構築を支援します。 

 

 

 

（４）介護を支える人材確保 
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 ① 社会福祉法人による利用者負担軽減 

生計が困難な人に対して利用者負担額を軽減した、介護保険サービスを提供する社

会福祉法人に対し、軽減した額の一部を市が助成します。 

 ② 介護保険料の独自減免 

保険料区分が第１段階～第５段階（第４、５段階は条件に該当する被保険者の 

み）の被保険者で、収入が少なく生活が著しく困窮しており、市の定める基準に該

当する場合、申請した月から第１段階保険料額の２分の１の保険料額となる軽減措

置を実施します。 

 

 

 ① 介護支援専門員の資質向上 

介護保険制度の要である介護支援専門員の資質を高めるため、居宅介護支援事 

業所や介護予防支援事業所に対して、ケアプラン指導や個別事例についての相談支

援を行います。 

 

 ② 介護サービス相談員派遣事業 

介護保険施設利用者の疑問や不満などの相談窓口となる介護サービス相談員を

派遣し、利用者と施設の良好な関係を構築するとともに、サービスの質の向上を図

ります。 

 

 ③ 介護保険サービス事業所等への指導や助言 

介護保険サービス事業所等への集団指導や運営指導等を通して、対象者に適正な

サービスが提供できるよう、必要な指導や助言、情報提供を行います。 

 

 ④ 関係機関との連携 

介護サービス利用者が、介護保険サービス事業者等から必要とするサービスを安

心して選択することができるよう、県、国民健康保険団体連合会、関係機関と密接

な連携を図りながらサービス向上に努めます。 

（５）サービス利用料や介護保険料の負担軽減 

（６）介護サービスの質の向上と給付適正化 
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 ⑤ 要介護認定の適正化 

要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査（委託調査）の内容について、

訪問又は書面等の審査を通じて点検を行い、適正かつ公平な要介護認定の確保に努

めます。 

また、介護認定の調査や審査会の開催にあたっては、タブレット端末及び専用ソ

フトを導入するほか、ペーパーレス会議等を採用することにより業務の効率化を図

ります。 

 

 ⑥ ケアプランの点検 

新規開設をした居宅介護支援事業所や介護保険施設の介護支援専門員、地域包 

括支援センターの新任職員等に対して、利用者の自立支援に資する適切なケアプラ

ンであるか等に着目し、点検及び指導を行います。 

また、市が定める回数及び基準以上の訪問介護を位置付けたケアプランについて

は、サービスの必要性を検証します。 

 

 ⑦ 縦覧点検・医療情報との突合 

国民健康保険団体連合会からの情報提供により、複数月にまたがる介護報酬の 

支払状況を確認し、提供されたサービスの整合性等の点検を行い、請求内容の誤り

を確認した場合は、事業者を指導し、誤請求の削減を図ります。 
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第５章 介護保険料の算定と介護保険サービス量の見込み 

 

介護保険給付に要する費用は、介護保険サービス利用時の利用者負担分を除いて、半分

を国（２５％）・県（１２．５％）・市（１２．５％）が公費で負担し、残りを被保険者の保

険料（６５歳以上の第 1 号被保険者が２３％、４０歳から６４歳までの第 2 号被保険者が

２７％）でまかなう仕組みとなっています。 

 

調整交付金 

介護給付費における国の負担割合２５％のうち、5％は全国の保険者の財政格差を調整

するために、後期高齢者加入割合や所得段階別人数割合によって年度ごとに調整のうえ、

交付されます。 

大分市においては、後期高齢者加入割合が全国平均より低いことから、調整交付金交付

割合が 5％を下回っており、これにより生じる差額は第 1 号被保険者の負担割合に加算さ

れることとなっています。 

 

保険者の取組に対する評価に基づく交付金 

以下の交付金を活用し、自らの取組に係る評価結果を踏まえつつ、介護予防・重度化防

止等に係る施策の充実に努めます。 

 

【保険者機能強化推進交付金】 

 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組状況について、国が評価指標

に基づき評価し、その結果に応じて配分される交付金です。この交付金は、介護予防・

日常生活支援総合事業、包括的支援事業、市町村特別給付等の第 1 号被保険者負担分

に充当することができます。 

 

【介護保険保険者努力支援交付金】 

  介護予防・健康づくりに関する重要な項目について国が定める指標に基づき評価し、

その結果に応じて配分される交付金です。この交付金は、介護予防・健康づくりに資す

る取組等の第 1 号被保険者負担分に充当することができます。 

１．介護保険の財源構成 
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（１） 第１号被保険者の保険料の推移 

介護保険制度が平成１２年度（２０００年度）に発足して以来、高齢者の増加に加え、

介護保険制度に対する理解が深まった結果、要介護・要支援認定者数、サービス利用者数

が増え、給付費も大幅に増加してきました。今後も、高齢者の生活を支える介護保険制度

を持続可能なものとするため、財政基盤の安定が求められます。 

 

 

 
 

 

 

（第１号被保険者の介護保険料の基準額） 

※第１期及び第２期の介護保険料については、野津原・佐賀関を除く 

 

 

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
（H12～H14） （H15～H17） （H18～H20） （H21～H23） （H24～H26） （H27～H29） （H30～R2） （R3～R5）

大分市 3,166円 3,610円 4,270円 4,270円 5,452円 5,994円 5,994円 6,119円

大分県平均 3,192円 3,433円 4,216円 4,155円 5,351円 5,599円 5,790円 5,956円

全国平均 2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,514円 5,869円 6,014円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

大分市 大分県平均 全国平均

２．第１号被保険者の介護保険料 
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（２） 第９期介護保険料の算定（令和 6 年度～令和８年度） 

第 1 号被保険者の介護保険料は、計画期間中に必要と見込まれる保険給付総額の原則

２３％をまかなえる水準に定めます。 

第９期の介護保険事業計画では、下記の軽減措置等により被保険者の負担が過大になる

ことをできるだけ避けるよう努めます。 

 

① 介護給付費準備基金（注 20）の充当 

 介護給付費準備基金を活用して保険料の上昇を抑制します。 

 

② 負担能力に応じた保険料負担 

  第３期計画より、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から、保

険者において、各保険料段階の保険料率の設定及び課税層の段階数を増やすこと

（多段階設定）が可能とされ、大分市では、第３期計画より、負担能力をきめ細か

く反映したものとなるよう多段階設定を行っており、第 6 期計画からは 12 段階

に設定してきました。 

   第 9 期計画では、介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の

保険料上昇を抑制しつつ能力に応じた負担を求める観点から、大分市では段階数を

13 段階とし、高所得者の保険料率の引上げ、低所得者の保険料率の引下げ等につ

いて見直しを行います。 

 

③ 公費による保険料の軽減 

今後の更なる高齢化に伴い、介護給付費の増加と保険料負担水準の上昇が避け 

られない中で、介護保険制度を持続可能なものとするために、国は社会保障の充

実として公費を投入し、低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けています。 

大分市もこの考え方に基づき、引き続き低所得者に対し、公費による保険料の

軽減を行います。 
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【介護保険料算定フロー】 

     第 1 号被保険者の介護保険料は、市町村の介護保険事業計画に定める介護保

険サービス（給付費）の見込み量に応じて、市町村が定めます。 

     ※令和６年度介護報酬改定の詳細が明らかになった後に記載の予定。 

 

 

  

  ×２３％（第 1 号被保険者負担割合） 

×後期高齢者加入割合補正係数 

×所得段階別加入割合補正係数 

÷予定保険料収納率 ●●％ 

÷補正第 1 号被保険者数（３年間合計 ●●●●●●●人） 

①総給付費見込

●●●百万円 

②第１号被保険者負担分相当額（調整交付金見込後） 

●●●百万円 

③市町村特別給付費 

●●●百万円 

④介護給付費準備基金充当額 

●●●百万円 

⑥第１号被保険者介護保険料収入必要額（②＋③－④－⑤） 

●●●百万円 

保険料基準額 ●●●●●●円（月額 ●●●●円） 

⑤保険者機能強化推進交付金等の交付金見込額 

●●●百万円 



第５章 介護保険料の算定と介護保険サービス量の見込み 

 

49 
 
 
 

（３） 第 9 期所得段階別保険料額（令和 6 年度～令和 8 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度介護報酬改定の詳細が明らかに

なった後に記載の予定。 
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議事 2 で説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．介護保険サービス量の見込み 

令和６年度介護報酬改定の詳細が明らかに

なった後に記載の予定。 
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参考資料１ 

大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険事業計画（以下｢計画｣という。）の策定

及び推進に関する事項を検討するため、大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険事業

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告し、又は意見

を述べるものとする。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）計画の推進状況に関すること。 

（３）計画の推進の方策に関すること。 

（４）その他市長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、２８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼し、又は任命する。 

（１）学識経験者 

（２）保健医療関係者 

（３）福祉関係者 

（４）市民の代表者 

（５）介護サービス事業者等の代表者 

（６）市の職員 

 

（参画依頼等の期間） 

第４条 参画依頼又は任命の期間は、３年以内であって市長が定める期間を１期間とする。 

２ 委員に参画依頼し、又は任命するにあたっては、１期間ごとにこれを行うものとする。 

３ 複数の期間につき委員に参画を依頼し、又は任命することは、これを妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長２人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。    
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（会議） 

第６条 委員会の会議（以下｢会議｣という。）は、委員長が招集し、委員長がその議長とな

る。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

 

（報償金等） 

第７条 委員（第３条第２項第６号に規定する委員を除く。）に対する報償金等は、予算の

範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。ただし、委員が議会の推薦に基

づき参画依頼を受けた議員である場合においての報償金等については、これを支払わな

いものとする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉保健部大分市福祉事務所長寿福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月 1 日から施行する。 
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参考資料２ 
大分市高齢者福祉計画及び第 9 期大分市介護保険事業計画策定委員会委員名簿 

 

委員名 所属 区分
あべ　まこと

阿部　誠
えとう　かおる

江藤　郁
とくまる　なおこ

得丸　直子
かい　ゆうこ

甲斐　優子
すぎやま　しんご

杉山　新悟
やすたけ　ちえ

安武　千惠
うえやま　しげひろ

植山　茂宏
よしだ　まさよし

吉田　正義
ふじもと　きよみ

藤本　紀代美
さとう　さとる

佐藤　暁
くどう　ふくなり

工藤　福成
ふなき　けんじ

船木　顕司
まき　たつお

牧　達夫
まき　くみ

牧　久美
かわの　としゆき

川野　登志之
むらかみ　ひさこ

村上　久子
きよはら　きょうこ

清原　京子
いしもと　りさ

石本　理砂
すずき　たけひと

鈴木　武仁
ひらしま　よしゆき

平嶋　吉幸
やだ　みつあき

彌田　光昭
さとう　ゆうき

佐藤　祐樹
ほんだ　まなみ

本田　真奈美
あかさか　としひろ

赤阪　俊宏
さいとう　しゅうぞう

斉藤　修造
なかぞの　みさ

中園　美佐
さかもと　ひろすけ

坂本　博介

計２７名

事業者等

行政

行政

行政

副委員長 大分市社会福祉協議会　会長 保健・医療・福祉関係

副委員長 大分市民生委員児童委員協議会　会長 保健・医療・福祉関係

市民・被保険者代表者

市民・被保険者代表者

市民・被保険者代表者

市民・被保険者代表者

事業者等

事業者等

保健・医療・福祉関係

市民・被保険者代表者

市民・被保険者代表者

市民・被保険者代表者

学識経験者

保健・医療・福祉関係

保健・医療・福祉関係

保健・医療・福祉関係

保健・医療・福祉関係

保健・医療・福祉関係

保健所長

学識経験者

学識経験者

委員 福祉保健部長

委員 市民部長

委員

委員 大分市介護支援専門員協会　理事

委員 大分県社会福祉士会　理事

大分県老人保健施設協会　事務局長

委員 大分市居宅介護支援事業者連絡協議会　会長 事業者等

事業者等

委員 一般公募委員

委員 大分市特養協議会　会長　

委員

委員 大分市介護相談員

委員 一般公募委員

委員 大分県退職者団体連合大分地区協議会　会長

委員 認知症の人と家族の会大分県支部　世話人

大分市老人クラブ連合会　会長

委員 大分市地域婦人団体連合会　会長

市民・被保険者代表者

委員 大分市ボランティア連絡協議会　会長

委員 大分市自治会連合会　理事

委員

委員 大分県看護協会　副会長

委員
中部圏域大分地域リハビリテーション広域支援センター
事務局員

大分市地域保健委員会委員　（大分市医師会　副会長）

委員 大分市歯科医療関係協議会　副会長

委員 智泉福祉製菓専門学校　社会福祉士学科　教員

委員 大分市連合医師会　理事

委員

委員長 大分大学　名誉教授

委員 大分県立看護科学大学　教授
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参考資料３ 
大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画策定委員会開催状況 

第１回 

開催日 令和５年（2023 年）５月３０日 

議題 １．大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画の策定について 

２．大分市高齢者福祉計画及び第８期大分市介護保険事業計画の事業実績について 

３．高齢者実態調査及び在宅介護実態調査について 

４．日常生活圏域と地域包括支援センターについて 

第２回 

開催日 令和５年（2023 年）８月２２日 

議題 １．第９期介護保険事業計画基本指針（案）について 

２．基本理念と基本目標について 

第３回 

開催日 令和５年（2023 年）１０月１７日 

議題 １．第９期計画の施策について 

２．第９期計画における施設整備量について 

第４回 

開催日 令和５年（2023 年）１１月１７日 

議題 １．介護保険料設定の考え方について 

２．第９期計画の素案について 

市民意見公募（パブリックコメント） 

 実施期間 令和 5 年（2023 年）１２月１５日～令和６年（2024 年）１月１５日 

第５回 

開催日 令和６年（2024 年）１月●●日 

議題 １．パブリックコメントの実施結果について 

２．大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画（案）について 

市長報告 

令和 6 年（2024 年）2 月●日 

 

 

 



資料編 

 

55 
 

参考資料４ 大分市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（一部抜粋） 

有効回答数 10,236 件 

質問項目 選択肢 ％ 

性別 男性 44.0% 

女性 56.0% 

年齢 ６５～６９歳 23.2% 

７０～７４歳 30.1% 

７５～７９歳 21.0% 

８０～８４歳 15.1% 

８５～８９歳 7.9% 

９０歳以上 2.8% 

要介護状態区分 要支援１ 4.5% 

要支援２ 2.7% 

事業対象者 0.3% 

非該当 92.5% 

問１（１） 

家族構成 

１人暮らし 19.7% 

夫婦 2 人暮らし（配偶者 65 歳以上） 46.1% 

夫婦 2 人暮らし（配偶者 64 歳以下） 4.3% 

息子・娘との 2 世帯 16.2% 

その他 12.6% 

無回答 1.1% 

問１（２） 

あなたは、普段の生活でどなたかの介

護・介助が必要ですか 

介護・介助は必要ない 83.2% 

何らかの介護・介助は必要だが現在は受けていない 8.6% 

現在、何らかの介護を受けている 6.3% 

無回答 1.9% 

問１（２） 

【「１．介護・介助は必要ない」以外の

方のみ】 

①介護・介助が必要になった主な原因

は何ですか 

（いくつでも） 

脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 6.8% 

心臓病 9.4% 

がん（悪性新生物） 4.9% 

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等） 4.7% 

関節の病気（リウマチ等） 11.2% 

認知症（アルツハイマー病等） 4.9% 

パーキンソン病 1.7% 

糖尿病 8.8% 

腎疾患（透析） 2.4% 

視覚・聴覚障害 6.7% 

骨折・転倒 15.2% 

脊椎損傷 6.0% 

高齢者による衰弱 17.6% 

その他 7.5% 

不明 32.7% 

問１（２） 

【「３．現在、何らかの介護を受けてい

る」の方のみ】 

②主にどなたの介護・介助を受けてい

ますか 

（いくつでも） 

配偶者（夫・妻） 31.3% 

息子 17.9% 

娘 25.9% 

子の配偶者 6.9% 

孫 2.2% 

兄弟・姉妹 2.5% 

介護サービスのヘルパー 26.5% 

その他 18.7% 
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問１（３） 

現在の暮らしの状況を経済的にみてど

う感じていますか 

大変苦しい 8.0% 

やや苦しい 26.6% 

ふつう 52.2% 

ややゆとりがある 6.4% 

大変ゆとりがある 0.8% 

無回答 5.9% 

問１（４） 

お住まいは一戸建て、または集合住宅

のどちらですか 

持家（一戸建て） 73.7% 

持家（集合住宅） 8.1% 

公営賃貸住宅 3.9% 

民間賃貸住宅（一戸建て） 1.3% 

民間賃貸住宅（集合住宅） 5.3% 

借家 1.8% 

その他 1.1% 

無回答 4.7% 

問２（１） 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っ

ていますか 

できるし、している 58.2% 

できるけどしていない 19.7% 

できない 18.4% 

無回答 3.7% 

問２（２） 

椅子に座った状態から何もつかまらず

に立ち上がっていますか 

できるし、している 70.8% 

できるけどしていない 12.0% 

できない 14.0% 

無回答 3.3% 

問２（３） 

１５分位続けて歩いていますか 

できるし、している 70.9% 

できるけどしていない 17.2% 

できない 8.8% 

無回答 3.1% 

問２（４） 

過去 1 年間に転んだ経験があります

か 

何度もある 10.3% 

1 度ある 21.9% 

ない 65.2% 

無回答 2.6% 

問２（５） 

転倒に対する不安は大きいですか 

とても不安である 14.9% 

やや不安である 38.4% 

あまり不安でない 26.1% 

不安でない 17.8% 

無回答 2.8% 

問２（６） 

週に 1 回以上は外出していますか 

ほとんど外出しない 5.9% 

週 1 回 13.1% 

週 2～4 回 41.4% 

週 5 回以上 37.0% 

無回答 2.6% 

問２（７） 

昨年と比べて外出の回数が減っていま

すか 

とても減っている 5.9% 

減っている 28.6% 

あまり減っていない 29.1% 

減っていない 33.8% 

無回答 2.6% 

問２（８） 

外出を控えていますか 

はい 37.4% 

いいえ 59.6% 

無回答 3.0% 

問２（８） 病気 8.3% 

障害（脳卒中の後遺症など） 1.5% 
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【「１．はい」（外出を控えている）の

方のみ】 

①外出を控えている理由は、次のうち

どれですか 

（いくつでも） 

足腰などの痛み 30.9% 

トイレの心配 9.5% 

耳の障害 5.7% 

目の障害 4.0% 

外での楽しみがない 13.9% 

経済的に出られない 7.7% 

交通手段がない 10.7% 

その他 52.2% 

問２（９） 

外出する際の移動手段は何ですか（い

くつでも） 

徒歩 39.4% 

自転車 15.2% 

バイク 3.3% 

自動車（自分で運転） 57.8% 

自動車（人に乗せてもらう） 24.5% 

電車 3.4% 

路線バス 21.8% 

病院や施設のバス 1.0% 

車いす 0.2% 

電動車いす（カート） 0.2% 

歩行器・シルバーカー 1.5% 

タクシー 11.7% 

その他 2.2% 

問３（２） 

半年前に比べて固いものが食べにくく

なりましたか 

はい 33.5% 

いいえ 64.6% 

無回答 1.9% 

問３（３） 

お茶や汁物等でむせることがあります

か 

はい 28.9% 

いいえ 69.6% 

無回答 1.5% 

問３（４） 

口の渇きが気になりますか 

はい 27.5% 

いいえ 70.5% 

無回答 1.9% 

問３（５） 

歯磨き（人にやってもらう場合を含む）

を毎日していますか 

はい 91.1% 

いいえ 7.2% 

無回答 1.8% 

問３（６） 

歯の数と入れ歯の利用状況をお教えく

ださい 

自分の歯は 20 本以上、かつ入れ歯を利用 13.4% 

自分の歯は 20 本以上、かつ入れ歯の利用なし 33.7% 

自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用 36.2% 

自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯の利用なし 12.7% 

無回答 3.9% 

問３（６） 

①噛み合わせは良いですか 

はい 78.0% 

いいえ 19.0% 

無回答 3.0% 

問３（６） 

【１．「自分の歯は 20 本以上、かつ入れ歯

を利用」「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ

はい 85.7% 

いいえ 6.5% 
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歯を利用」の方のみ】 

②毎日入れ歯の手入れをしていますか 
無回答 7.7% 

問３（７） 

６カ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少

がありましたか 

はい 13.9% 

いいえ 80.9% 

無回答 5.2% 

問３（８） 

どなたかと食事をともにする機会はあ

りますか 

毎日ある 56.2% 

週に何度かある 7.1% 

月に何度かある 11.9% 

年に何度かある 10.2% 

ほとんどない 10.4% 

無回答 4.1% 

問４（１） 

物忘れが多いと感じますか 

はい 39.3% 

いいえ 58.3% 

無回答 2.4% 

問４（２） 

自分で電話番号を調べて、電話をかけ

ることをしていますか 

はい 83.7% 

いいえ 14.6% 

無回答 1.7% 

問４（３） 

今日が何月何日かわからない時があり

ますか 

はい 21.4% 

いいえ 76.8% 

無回答 1.8% 

問４（４） 

バスや電車を使って 1 人で外出してい

ますか（自家用車でも可） 

できるし、している 76.0% 

できるけどしていない 15.5% 

できない 6.9% 

無回答 1.7% 

問４（５） 

自分で食品・日用品の買物をしていま

すか 

できるし、している 82.5% 

できるけどしていない 12.2% 

できない 3.8% 

無回答 1.5% 

問４（６） 

自分で食事の用意をしていますか 

できるし、している 69.8% 

できるけどしていない 21.0% 

できない 7.6% 

無回答 1.5% 

問４（７） 

自分で請求書の支払いをしていますか 

できるし、している 80.6% 

できるけどしていない 14.4% 

できない 3.3% 

無回答 1.7% 

問４（８） 

自分で預貯金の出し入れをしています

か 

できるし、している 80.3% 

できるけどしていない 13.7% 

できない 3.9% 

無回答 2.1% 

問４（９） 

年金などの書類（役所や病院などに出

す書類）が書けますか 

はい 90.7% 

いいえ 7.3% 

無回答 2.0% 
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問４（１０） 

新聞を読んでいますか 

はい 74.3% 

いいえ 24.0% 

無回答 1.7% 

問４（１１） 

本や雑誌を読んでいますか 

はい 69.8% 

いいえ 28.4% 

無回答 1.8% 

問４（１２） 

健康についての記事や番組に関心があ

りますか 

はい 89.2% 

いいえ 8.9% 

無回答 1.9% 

問４（１３） 

友人の家を訪ねていますか 

はい 41.9% 

いいえ 55.8% 

無回答 2.4% 

問４（１４） 

家族や友人の相談にのっていますか 

はい 74.4% 

いいえ 22.6% 

無回答 3.1% 

問４（１７） 

補聴器を使用していますか 

使用する必要がない 85.0％ 

日常的に使用している 4.5% 

持っているが、ほとんど使用していない 3.4% 

以前使用していたが、今は使用していない 0.6% 

経済的な理由などで購入することができない 2.6% 

無回答 3.9% 

問５（１） 

以下のような会・グループ等にどのく

らいの頻度で参加していますか 

①ボランティアのグループ 

週４回以上 0.8% 

週２～３回 1.2% 

週１回 1.1% 

月１～３回 4.3% 

年に数回 5.0% 

参加していない 60.3% 

無回答 27.3% 

②スポーツ関係のグループやクラブ 週４回以上 3.2% 

週２～３回 7.0% 

週１回 4.6% 

月１～３回 4.1% 

年に数回 2.0% 

参加していない 54.4% 

無回答 24.7% 

③趣味関係のグループ 週４回以上 2.0% 

週２～３回 4.2% 

週１回 4.4% 

月１～３回 8.6% 

年に数回 3.7% 

参加していない 52.5% 

無回答 24.6% 

④学習・教養サークル 週４回以上 0.4% 

週２～３回 0.7% 

週１回 2.5% 

月１～３回 1.1% 

年に数回 2.3% 

参加していない 63.6% 

無回答 29.4% 
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⑤地域ふれあいサロン・健康づくり運

動教室など介護予防のための通いの場 

週４回以上 0.9% 

週２～３回 1.6% 

週１回 2.3% 

月１～３回 4.8% 

年に数回 3.0% 

参加していない 67.9% 

無回答 19.5% 

⑥老人クラブ 週４回以上 0.4% 

週２～３回 0.6% 

週１回 0.4% 

月１～３回 2.5% 

年に数回 4.3% 

参加していない 64.8% 

無回答 27.1% 

⑦町内会・自治会 週４回以上 0.6% 

週２～３回 0.6% 

週１回 0.6% 

月１～３回 4.4% 

年に数回 17.7% 

参加していない 49.4% 

無回答 26.7% 

⑧収入のある仕事 週４回以上 12.1% 

週２～３回 5.1% 

週１回 1.0% 

月１～３回 1.9% 

年に数回 1.9% 

参加していない 57.7% 

無回答 20.4% 

問５（１）－１ 

【⑥地域ふれあいサロン・健康づくり

運動教室など介護予防のための通いの

場において「６．参加していない」の方

のみ】 

参加していない理由を教えてください 

（いくつでも） 

他の団体に入っている 4.7% 

他の娯楽がある 19.6% 

魅力的に感じない 22.2% 

役員をやりたくない 5.5% 

仕事等で参加する時間がない 19.9% 

名称に抵抗がある 0.7% 

交通の便が悪い 3.4% 

他人との交流に関心が無い 16.7% 

健康面に不安がある 12.3% 

いつどこでしているのか知らない 18.0% 

その他 12.4% 

問５（１）－２ 

【⑧収入のある仕事「６．参加してい

ない」の方のみ】 

収入のある仕事に参加したいと思いま

すか 

できる限り参加したい 4.3% 

負担の少ない仕事であれば参加したい 23.6% 

あまり参加したくない 18.3% 

参加したくない 40.9% 

無回答 12.9% 
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問５（２） 

地域住民の有志によって、健康づくり活

動や趣味等のグループ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとした

ら、あなたはその活動に参加者として参

加してみたいと思いますか 

是非参加したい 6.2% 

参加してもよい 41.0% 

参加したくない 37.8% 

既に参加している 5.4% 

無回答 9.7% 

問５（３） 

地域住民の有志によって、健康づくり活

動や趣味等のグループ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとした

ら、あなたはその活動に企画・運営（お

世話役）として参加してみたいと思いま

すか 

是非参加したい 2.0% 

参加してもよい 24.8% 

参加したくない 59.3% 

既に参加している 3.8% 

無回答 10.1% 

問５（４） 

地域住民の有志によって、支え合い・助

け合い活動を行って、安心して暮らせる

地域づくりを進めるとしたら、あなたは

その活動に支援者（有償ボランティアを

含む）として参加してみたいと思います

か 

是非参加したい 2.4% 

参加してもよい 35.9% 

参加したくない 41.9% 

既に参加している 2.9% 

無回答 16.9% 

問６（１） 

あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いて

くれる人 

（いくつでも） 

配偶者 56.3% 

同居の子ども 17.1% 

別居の子ども 37.1% 

兄弟姉妹・親戚・親・孫 32.9% 

近隣 9.8% 

友人 41.9% 

その他 1.7% 

そのような人はいない 6.5% 

問６（２） 

反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）

を聞いてあげる人 

（いくつでも） 

配偶者 52.4% 

同居の子ども 15.6% 

別居の子ども 35.5% 

兄弟姉妹・親戚・親・孫 35.6% 

近隣 13.1% 

友人 43.1% 

その他 1.5% 

そのような人はいない 9.7% 

問６（３） 

あなたが病気で数日間寝込んだときに、

看病や世話をしてくれる人 

（いくつでも） 

配偶者 62.3% 

同居の子ども 22.5% 

別居の子ども 35.5% 

兄弟姉妹・親戚・親・孫 15.9% 

近隣 2.8% 

友人 6.4% 
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その他 0.9% 

そのような人はいない 8.9% 

問６（４） 

反対に、看病や世話をしてあげる人（い

くつでも） 

配偶者 61.9% 

同居の子ども 18.6% 

別居の子ども 27.2% 

兄弟姉妹・親戚・親・孫 23.8% 

近隣 4.2% 

友人 7.9% 

その他 0.4% 

そのような人はいない 18.3% 

問６（５） 

家族や友人・知人以外で、何かあったと

きに相談する相手（いくつでも） 

自治会・町内会・老人クラブ 7.6% 

社会福祉協議会・民生委員 10.7% 

ケアマネジャー 6.2% 

医師・歯科医師・看護師 27.2% 

地域包括支援センター・役所 15.2% 

その他 18.4% 

そのような人はいない 35.5% 

問６（６） 

友人・知人と会う頻度はどのくらいです

か 

毎日ある 8.7% 

週に何度かある 27.3% 

月に何度かある 26.0% 

年度何度かある 15.9% 

ほとんどない 18.7% 

無回答 3.3% 

問６（７） 

よく会う友人・知人はどんな関係の人で

すか 

（いくつでも） 

近所・同じ地域の人 39.8% 

幼なじみ 8.7% 

学生時代の友人 16.1% 

仕事での同僚・元同僚 29.8% 

趣味や関心が同じ友人 30.6% 

ボランティア等の活動での友人 5.4% 

その他 11.6% 

いない 11.8% 

問７（１） 

現在のあなたの健康状態はいかがですか 

とてもよい 11.3% 

まあよい 66.7% 

あまりよくない 17.3% 

よくない 2.7% 

無回答 2.1% 

問７（２） 

あなたは、現在どの程度幸せですか 

０点（とても不幸） 0.5% 

１点 0.4% 

２点 0.8% 

３点 2.2% 

４点 2.3% 

５点 16.5% 

６点 8.1% 

７点 15.4% 

８点 23.6% 

９点 9.7% 

１０点（とても幸せ） 16.4% 

無回答 4.1% 
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問７（３） 

この１カ月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちに

なったりすることがありましたか 

はい 35.3% 

いいえ 60.8% 

無回答 3.9% 

問７（４） 

この１カ月間、どうしても物事に対して興味がわかな

い、あるいは心から楽しめない感じがよくありました

か 

はい 22.7% 

いいえ 73.3% 

無回答 4.0% 

問７（５） 

お酒は飲みますか 

ほぼ毎日飲む 22.1% 

時々飲む 16.4% 

ほとんど飲まない 28.4% 

もともと飲まない 31.5% 

無回答 1.6% 

問７（６） 

タバコは吸っていますか 

ほぼ毎日吸っている 7.8% 

時々吸っている 1.4% 

吸っていたがやめた 28.7% 

もともと吸っていない 60.4% 

無回答 1.8% 

問７（７） 

現在治療中、または後遺症のある病気は

ありますか 

（いくつでも） 

ない 18.6% 

高血圧 44.6% 

脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 3.3% 

心臓病 10.3% 

糖尿病 16.1% 

高脂血症（脂質異常） 14.7% 

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等） 7.0% 

胃腸・肝臓・胆のうの病気 7.3% 

腎臓・前立腺の病気 9.3% 

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等） 15.8% 

外傷（転倒・骨折等） 3.4% 

がん（悪性新生物） 4.1% 

血液・免疫の病気 1.7% 

うつ病 1.4% 

認知症（アルツハイマー病等） 0.8% 

パーキンソン病 0.5% 

目の病気 16.5% 

耳の病気 5.5% 

その他 4.4% 

問８（１） 

認知症の症状がある又は家族に認知症の

症状がある人がいますか 

はい 10.4% 

いいえ 86.5% 

無回答 3.1% 

問８（２） 

認知症に関する相談窓口を知っています

か 

はい 27.2% 

いいえ 69.2% 

無回答 3.6% 

問９（１） 

あなたは、健康状態や病気のことで気軽

かかりつけ医がいる 62.8% 

かかりつけ医といえる医師はいないがいつも受診する医療機関はほぼ

決まっている 

28.7% 
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に相談でき、決まった診療を受ける「か

かりつけ医」がいますか 

そのような医師・医療機関はない 6.2% 

無回答 2.3% 

問９（２） 

あなた自身の身体が虚弱になって、医療

や介護が必要になったとき、主にどこで

医療や介護をうけたいですか 

自宅 30.2% 

病院等の医療機関への入院 39.4% 

施設等への入所（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等） 17.8% 

わからない 15.7% 

問９（３） 

あなたは、治る見込みがなく死期が迫っ

ている（６カ月あるいはそれより短い期

間を想定）と告げられたとき、どこで過

ごしたいと思いますか 

最後まで自宅で過ごしたい 28.2% 

最後まで子どもや親戚の家で過ごしたい 0.8% 

自宅等で療養して、必要になれば医療機関に入院したい 43.2% 

医療機関に入院したい 17.9% 

老人ホームなどの施設に入所したい 4.7% 

わからない 8.1% 

その他 0.7% 

問９（４） 

あなたは、病気等で医療や介護が必要に

なったとき、住み慣れた自宅で生活する

ために何が必要だと思いますか 

（３つ以内で回答） 

病院・診療所の充実 21.9% 

往診してくれる「かかりつけ医」の存在 54.2% 

介護保険サービスの充実 43.2% 

家族の介護 33.5% 

地域の見守り 2.8% 

宅配サービス（食事・日用品） 28.6% 

２４時間体制（医療・介護） 19.6% 

ボランティア 1.7% 

住宅の整備 11.4% 

公共交通機関の充実 3.2% 

特になし（施設入所希望） 6.1% 

特になし（病院希望） 7.6% 

その他 0.7% 

問１０（１） 

長寿応援バス（旧ワンコインバス）事業

を知っていますか 

はい 87.1% 

いいえ 10.5% 

無回答 2.5% 

問１０（２） 

利用するための乗車証を持っていますか 

はい 66.5% 

いいえ 31.0% 

無回答 2.5% 

問１０（３） 

普通自動車運転免許を持って、運転して

いますか 

はい（運転をしている） 60.7% 

はい（運転はしていない） 6.0% 

いいえ 30.6% 

無回答 2.7% 

問１０（４） 

交通系ＩＣカード（ニモカなど）を持っ

ていますか 

持っている 15.3% 

以前持っていたが今は持っていない 2.9% 

持っていない 70.3% 

わからない 7.2% 

無回答 4.3% 

問１０（５） 

長寿応援バスを利用していますか 

 

はい 25.1% 

いいえ 69.8% 

無回答 5.1% 

問１０（５）—① ほぼ毎日 2.0% 

週３日程度 6.9% 
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【（５）において「１．はい」の方の

み】 

バスをどのくらい利用していますか 

週１日程度 9.4% 

月に２～３日 20.3% 

月に１日程度 16.0% 

年に数日 42.0% 

その他 1.6% 

無回答 1.9% 

②バスを利用している目的は何ですか 

（いくつでも） 

買物・食事 61.1% 

娯楽・観光・イベント参加 33.2% 

サークルや教室 9.7% 

親族・友人宅 10.8% 

通院 34.5% 

役所・郵便局・金融機関 24.7% 

仕事・通勤 3.7% 

その他 4.1% 

③乗車証を取得後、バスに乗車する回数

は増えましたか 

増えた 34.3% 

変わらない 56.1% 

減った 6.3% 

無回答 3.2% 

④バスを利用することで、日常生活に変

化はありましたか 

（いくつでも） 

外出する機会が増えた 18.8% 

行動範囲が広がった 15.4% 

友人・知人と会うことが多くなった 8.0% 

体の調子がよくなった 2.8% 

経済的に楽になった（運賃を気にしなくてよくなった） 48.1% 

特にない 36.1% 

その他 1.6% 

⑤バスを利用する上で改善して欲しい点

は何ですか 

（いくつでも） 

改善して欲しい点は特にない 29.0% 

バスの便数を増やして欲しい 39.6% 

バスの停留所を増やして欲しい 7.4% 

乗りやすい段差のない（ノンステップ）バスにして欲しい 26.7% 

回数券で利用できるようにして欲しい 12.9% 

IC カード（ニモカ）を利用できるようにして欲しい 13.4% 

その他 5.2% 

問１０（５） 

「２．いいえ」の方のみ 

⑥バスを利用しない理由は何ですか（い

くつでも） 

申請したがバスに乗る機会がない 11.3% 

自家用車を利用している 60.9% 

タクシーを利用している 9.4% 

JR を利用している 3.3% 

バイク・自動車を利用している 7.9% 

歩いている 11.4% 

家族・友人に送り迎えをしてもらっている 14.2% 

病気等で外出できない 1.8% 

バスの利用方法がわからない 3.6% 

バスの便数が少ない 8.3% 

バス停留所が自宅や目的地から遠い 8.2% 

その他 4.8% 
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参考資料５  在宅介護実態調査（一部抜粋） 
回答数 ６４３件 

質問項目 選択肢 ％ 

問 1_世帯類型 

  

  

単身世帯 26.9％  

夫婦のみ世帯 28.5％  

その他 43.5％  

無回答 1.1％  

問 2_ご家族等の介護の頻度 

  

  

  

  

ない 8.0％  

家族・親族の介護はあるが、週に 1 日よりも少ない 11.7％  

週に 1～2 日ある 10.6％  

週に 3～4 日ある 5.5％  

ほぼ毎日ある 64.0％  

無回答 0.3％  

問 3_主な介護者  

  

  

  

  

  

配偶者 30.3％  

子 51.0％  

子の配偶者 10.5％  

孫 1.5％  

兄弟・姉妹 2.9％  

その他 3.4％  

無回答 0.3％  

問 4_介護者の性別 男性 29.0％  

女性 70.8％  

無回答 0.2％  

問 5_介護者の年齢 

  

  

  

  

  

  

  

20 歳未満 0.0％  

20 代 0.7％  

30 代 1.0％  

40 代 5.9％  

50 代 26.0％  

60 代 29.4％  

70 代 21.1％  

80 歳以上 12.9％  

わからない 3.1％  

無回答 0.0％  

問 6_介護者が行っている介護 

 （複数選択可） 

日中の排泄 24.6% 

夜間の排泄 20.0% 

食事の介助（食べる時） 11.9% 

入浴・洗身 21.1% 

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） 23.4% 

衣服の着脱 34.1% 

屋内の移乗・移動 19.2% 

外出の付き添い、送迎等 74.7% 

服薬 51.8% 

認知症状への対応 31.1% 

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 3.2% 

食事の準備（調理等） 64.9% 

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 83.7% 

金銭管理や生活面に必要な諸手続き 78.6% 
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問 6_介護者が行っている介護 

 （複数選択可） 

  

その他 4.9％  

わからない 0.0％  

無回答 0.2％  

問 7_介護のための離職の有無 

 （複数選択可） 

  

  

  

  

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） 3.9％  

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く） 0.2％  

主な介護者が転職した 0.3％  

主な介護者以外の家族・親族が転職した 0.2％  

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない 90.8％  

わからない 4.1％  

無回答 0.5％  

問 8_介護保険以外の支援・サービス

の利用状況 

 （複数選択可） 

  

  

  

  

  

  

  

配食 12.4％  

調理 2.6％  

掃除・洗濯 4.0％  

買い物（宅配は含まない） 2.8％  

ゴミ出し 3.4％  

外出同行（通院、買い物など） 3.6％  

移送サービス（介護・福祉タクシー等） 2.2％  

見守り、声かけ 4.8％  

サロンなどの定期的な通いの場 2.3％  

その他 5.8％  

利用していない 72.5％  

無回答 1.7% 

問 9_必要な支援・サービス 

 （複数選択可） 

  

  

  

  

  

  

  

  

配食 12.4％  

調理 10.3％  

掃除・洗濯 12.6％  

買い物（宅配は含まない） 9.6％  

ゴミ出し 12.4％  

外出同行（通院、買い物など） 14.0％  

移送サービス（介護・福祉タクシー等） 12.4％  

見守り、声かけ 16.0％  

サロンなどの定期的な通いの場 9.8％  

その他 6.8％  

特になし 44.8％  

無回答 0.6% 

問 10_施設等の検討状況 

  

  

検討していない 70.5％  

検討中 15.1％  

申請済み 13.8％  

無回答 0.6％  

問 11_抱えている傷病 

 （複数選択可） 

  

  

  

  

  

脳血管疾患（脳卒中） 17.9％  

心疾患（心臓病） 31.4％  

悪性新生物（がん） 8.1％  

呼吸器疾患 11.8％  

腎疾患（透析） 5.1％  

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） 28.6％  

膠原病（関節リウマチ含む） 3.0％  

変形性関節疾患 17.9％  

認知症 32.3％  

パーキンソン病 4.4％  
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難病（パーキンソン病を除く） 1.9％  

糖尿病 14.5％  

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） 12.8％  

その他 21.6％  

なし 1.6％  

わからない 0.6％  

無回答 0.3% 

問 12_訪問診療の利用の有無 

  

  

利用している 16.5％  

利用していない 83.4％  

無回答 0.2％  

問 13_介護保険サービスの利用の有

無 

  

利用している 82.1％  

利用していない 17.7％  

無回答 0. 2％  

問 14_未利用の理由 

  

  

  

  

  

  

  

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない 23.5％  

本人にサービス利用の希望がない 49.6％  

家族が介護をするため必要ない 24.3％  

以前、利用していたサービスに不満があった 3.5％  

利用料を支払うのが難しい 0.0％  

利用したいサービスが利用できない、身近にない 2.6％  

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため 4.3％  

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない 0.0％  

その他 21.7％  

無回答 0.9% 

B 票 

問 1_介護者の勤務形態 

  

  

フルタイム 24.1％  

パートタイム 20.2％  

働いていない 50.5％  

主な介護者に確認しないと、分からない 4.9％  

無回答 0.3％  

問 2_介護者の働き方の調整の状況 

 （複数選択可） 

  

  

  

  

特に行っていない 33.1％  

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・

早帰・中抜け等）」しながら、働いている 

35.4％  

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働

いている 

22.4％  

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている 3.0％  

介護のために、2～4 以外の調整をしながら、働いている 6.5％  

主な介護者に確認しないとわからない 9.1％  

無回答 1.1％  

問 3_効果的な勤め先からの支援 

（３つまで選択可） 

  

  

  

  

  

  

  

  

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない 11.8％  

介護休業・介護休暇等の制度の充実 33.5％  

制度を利用しやすい職場づくり 17.9％  

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など） 24.7％  

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど） 5.3％  

仕事と介護の両立に関する情報の提供 6.1％  

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 6.1％  

介護をしている従業員への経済的な支援 16.0％  

その他 1.1％  

特にない 18.3％  

主な介護者に確認しないと、わからない 17.5％  

無回答 1.9% 
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問 4_介護者の就労継続の可否に係る

意識 

  

  

  

問題なく、続けていける 22.6％  

問題はあるが、何とか続けている 49.8％  

続けていくのはやや難しい 8.8％  

続けていくのはかなり難しい 2.7％  

主な介護者に確認しないと、わからない 14.2％  

無回答 1.9％  

問 5_介護者が不安に感じる介護 

（３つまで選択可） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

日中の排泄 18.8％  

夜間の排泄 24.4％  

食事の介助（食べる時） 4.7％  

入浴・洗身 22.4％  

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） 2.7％  

衣服の着脱 3.4％  

屋内の移乗・移動 15.1％  

外出の付き添い、送迎等 18.6％  

服薬 8.3％  

認知症状への対応 36.6％  

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 2.7％  

食事の準備（調理等） 10.0％  

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 9.7％  

金銭管理や生活面に必要な諸手続き 4.4％  

その他 8.3％  

不安に感じていることは、特にない 5.8％  

主な介護者に確認しないと、わからない 12.7％  

無回答 0.2％  
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参考資料 6 用語解説 
 
（注１）団塊の世代 

日本において、１９４７年から１９４９年までに生まれた世代で、「第一次ベビーブー

ム世代」と呼ばれています。 

 
（注２）要介護・要支援 

要介護状態とは、身体または精神の障害のために、入浴・排せつ・食事など日常生活

での基本的な動作について、６カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状

態をいいます。 

要支援状態とは、①身体または精神の障害のために、入浴・排せつ・食事など日常生活

での基本的な動作について、６カ月にわたり継続して常時介護を要する状態の、軽減・悪

化防止のために支援が必要と見込まれ、または②身体または精神の障害のために、６カ

月にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態をいいます。 

 
（注３）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な利用者などが入所し、

食事、入浴、排せつなど日常生活の支援、機能訓練などが受けられます。 

 
（注４）介護老人保健施設 

病状が安定し、治療よりはリハビリや介護が必要な利用者などが入所し、在宅復帰を

目指して医学的管理下での介護、機能訓練などが受けられます。 

 
（注５）認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

認知症高齢者などが５～９人で共同生活を送りながら、介護スタッフによる食事、入

浴、排泄などの日常生活の介助や機能訓練を受けられます。 

 
（注６）ケアマネジメント 

  介護支援専門員が、利用者及びその家族のニーズも踏まえ、適切なサービスが利用で

きるよう、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行うことです。 

 
（注７）健康寿命 

   健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義されます。 

 
（注８）小地域福祉ネットワーク活動 

  自治会や民生委員担当地区等を活動範囲の単位として行われている住民が参加する福

祉活動をいいます。 
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（注９）健康推進員 

市民の健康づくりを身近な地域で推進するため、自治会長の推薦を受け、市長から委

嘱を受けた、市民との協働による健康づくりの推進役です。 

 
（注 10）食生活改善推進員 

食生活の改善や食育の普及啓発活動を行い、食を通して地域の健康づくりを進めるボ

ランティアです。 

 
（注 11）認知症高齢者の日常生活自立度 

認知症の症状・行動を踏まえた日常生活における自立度の程度を表すもので、厚生労

働省が定める「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づき判定されます。 

【認知症高齢者の日常生活自立度判定基準】 

ランク 判定基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが

注意していれば自立できる。 

 Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を

必要とする。 

 Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護

を必要とする。 

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

 
（注 12）認知症サポート医 

  認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言やその他の支援を行い、専門医療

機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師です。 
 

（注 13）介護医療院 

  療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の支援及び機能訓練、その他必要

な医療が受けられます。 

 
（注 14）（地域密着型）特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームやケアハウスなどのうち、指定を受けた事業所で、入居者が日常生活

上の介護や機能訓練などの支援を受けられます。入所定員 29 名以下であり、要介護者

以上の方を対象とする事業所は、地域密着型サービスに位置付けられます。 
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（注 15）養護老人ホーム 

おおむね６５歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な

人が入所する施設です。 

 
（注 16）生活支援ハウス 

６０歳以上のひとり暮らしの人、または夫婦のみの世帯に属する人、および家族によ

る援助を受けることが困難な人が利用する施設です。 

 
（注 17）軽費老人ホーム 

６０歳以上で、身体機能の低下により日常生活を営むことについて不安があると認め

られ、家族による援助を受けることが困難な人が利用する施設です。 

 
（注 18）有料老人ホーム 

入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な支援が

受けられる入居施設です。このうち特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を「介

護付有料老人ホーム」といい、それ以外を「住宅型有料老人ホーム」といいます。 

 
（注 19）サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・

医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する賃貸等の住まいです。 

 
（注 20）介護給付費準備基金 

計画期間内の急激な給付費増等に対応できるように、計画初年度の黒字等を市町村で

積み立てているものです。 

 

 

 


